
資料２ 
 

男女共同参画推進連携会議（連携会議）について 

内閣府男女共同参画局 

 

１．男女共同参画推進連携会議（連携会議）とは 

○ 連携会議は、男女共同参画について各界各層の代表者が情報・意見交換をすることに

より、各団体の自主的な取組を加速することを目的とし、官房長官決定により平成８年

より開催している。 

○ 具体的には、政府の取組の周知、メンバー間による意見交換など主体的な活動を行っ

ている。 

○ 参加団体は、男女共同参画に関する各界の活動や意見集約に大きな役割を担っている

ため、普段感じている課題に対する積極的な取組を行うことで、男女共同参画社会の推

進に繋がることが期待されている。 

 

○ 構成 

・有識者議員（令和３年～令和５年は 14名） 

・地方 6団体経済界、労働界、教育界、メディア等の団体（101団体）の代表 

（団体例）経済界：経団連、経済同友会、日本商工会議所 

     労働界：日本労働組合総連合会 

教育界：校長会、教育委員会連合会  

     メディア：日本放送協会、日本新聞協会 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画推進連携会議 
（令和３年８月 16日～令和５年８月 15日） 

議員：１１５名（任期２年） 

有識者議員：14名   団体推薦議員：101名 
 

※議長・副議長は互選により決定する 

企画委員会 

（有識者議員十数名程度で構成） 

チーム活動 

（有志の有識者議員・団体推薦議員で構成） 

○連携会議の運営企画 

○広範な国民各界各層との情報・ 

意見交換会「聞く会」を主催 

○男女共同参画推進の個別重要課題について、 

具体的、実践的な取組を行う。 

活動テーマは全体会議において決定する。 

○令和元年～令和３年半ばの活動チーム 

①経済分野での女性の活躍促進チーム 

②次世代とともに歩むチーム 
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２．有識者議員の活動と参加について 

★ 有識者議員は、企画委員を兼務する。 

★ 連携会議の活動目標・方針、活動内容を企画運営・提案する。 

具体的には次の（１）～（４）の取組を行う。 

 

（１）全体会議への参加 年 1回程度開催（11月頃） 

・ 全議員が参加。男女共同参画に関する最近の動きの説明、今年度の活動方針の決

定、テーマ別の意見交換等を行う。 
 

（２）企画委員会への参加 年１～３回程度開催 

・ 企画委員（有識者議員）が参加、不定期に開催。 

・ 連携会議の活動テーマ・方針の検討等を行う。 

 

（３）チーム活動の企画・運営 会合は年２～４回程度開催 

・ 個別具体的な課題解決のため、連携会議内に希望した議員が加入するチームを設置

し、課題ごとの取組を行う。 

・ チームは２～３つ設置。活動テーマは企画委員会で検討し、全体会議に諮る。 

・ 必要に応じて会合を開き、連携会議外の関係者・団体、関連省庁等を積極的に招き

ながら、具体的な活動につながる意見交換・意識共有を行う。 

 

＜活動成果の例：令和元年～３年半ば＞ 

・ 経済分野における女性の活躍推進チーム 

  構成団体が、傘下の企業・組織における現状の把握状況、取組みの推進状況やその

成果を可視化するためのアンケートを実施。またアンケート結果を受け、職場で使用

できるジェンダーギャップチェックシートを作成。 

・ 次世代とともに歩むチーム 

  ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等の分野横断的価値やゴール５についての中学生向

けの副教材の作成。 
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（４）「聞く会」の企画・実施 年１～３回開催 

 

・ 企画委員会が主催。時宜に応じたテーマを設定し、一般の人を対象にオープンシ

ンポジウムとして、政府の方針や取組についての情報発信や、一般との意見交換を

行う。 

・ テーマに応じた有識者や団体等、関係省庁を積極的に招き、効果的な情報発信及

び意見交換の場とする。 
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